
令和8年4月1日時点

Ｎｏ 頁 Ⅰ 1 (1) ① ア (ア) 項目等 質問内容 回答

   　　　　　　再公告における対応状況
※表中「資料名」、「ページ番号」は前回公告
時の記載内容であり、変更となっている可能
性があります。

1 3 Ⅰ 1 (6) ① 事業方式

事業イメージ図において「公園部一部」と表
記がありますが、運営業務においては地方自
治法に基づく指定管理者として公園部の一
部だけでなく公園全体の運営を行うものと考
えて良いでしょうか。

指定管理者は、利便増進施設及び公募対象
公園施設を除く公園全体の運営をしていただ
きます。

ー

2 6 Ⅰ 1 (6) ⑤ ア 事業者の収入等

維持管理、運営管理で利益が出た場合、法
人税、消費税は課税されるのか課税される場
合は、申告者は代表企業が総括するという理
解でよいか。

管轄の税務署等にご確認いただければと思
います。

ー

3 6 Ⅰ 1 (6) ⑤ ア (ア) 事業者の収入等
設計・施工一括契約についてそれぞれ前払
金の請求は可能でしょうか

前払いについては、各年度毎に設計業務が３
割、建設業務が４割とします。

ー

4 6 Ⅰ 1 (6) ⑤ ア (ア) 事業者の収入等
設計業務に係る対価の請求は工事の検査合
格後ではなく、実施設計完了後と考えてよろ
しいでしょうか

各会計年度において、部分払いを請求できま
す。

ー

5 6 Ⅰ 1 (6) ⑤ ア (イ) 総括管理業務
総括管理業務ではなく、統括管理業務が正
ではないでしょうか。

お見込みのとおりです。
統括管理業務について、市は、公共施設等の
統括管理に関する業務に係る対価を、本事業
開始から事業期間終了年度にわたって支払
うものとします。

ー

6 6 Ⅰ 1 (6) ⑤ ア (イ) 総括管理業務
建設期間中の統括管理業務に係る費用は設
計、工事監理、建設業務の費用に含めば良い
でしょうか。

お見込みのとおりです。 ー

7 6 Ⅰ 1 (6) ⑤ ア
(ウ)
（エ）

維持管理業務
運営業務

開業準備期間中に係る統括管理業務費や維
持管理業務費、運営費も当然含めているとい
う理解で良いでしょうか。

開館準備にかかる費用は、建設業務に計上
しています。

ー

8 7 Ⅰ 1 (6) ⑨
事業終了時の措
置

事業終了時に、事業者は、本施設を募集要項
等に提示する良好な状態で市に引き継ぐこ
と。とありますが、参考に事業開始時に貴市か
ら事業者が引き継ぐ事項（樹木台帳・法定点
検結果等）をご提示願います。

実施方針Ｐ９～１０に記載事項のとおりです。
また、資料については、実施方針等の公表時
に添付資料として掲載しております。

ー

9 8 Ⅰ 1 (7) 契約の形態
設計・施工一括契約とありますが、分離して契
約することは想定されてませんか。

分離して契約することは、想定しておりませ
ん。

ー

10 8 Ⅰ 1 (7)
契約の形態
本事業の契約ス
キーム図

P14には統括管理企業の記載がありますが、
P8には統括管理企業の記載がなく、代わり
に総括管理企業の記載があります。統括管理
企業と総括管理企業の標記のブレがあり、要
求水準では総括管理という言葉が出てこな
いため、統括管理が正かと思われますが、意
図をもって使い分けられている場合は、それぞ
れの定義等ご教示ください。

お見込みのとおり、P８、P14の記載について
は、統括管理企業とします。なお、修正内容に
ついては、令和７年５月27日（火）公表の「特
定事業の選定」Ｐ５をご参照ください。

修正済

11 8 Ⅰ 1 (7)
契約の形態
本事業の契約ス
キーム図

契約スキーム図についてですが、設計・建設
業務期間と供用開始（指定管理）期間におけ
る統括管理企業は同一企業でなければなら
ないか。

お見込みのとおりです。 ー

12 13 Ⅲ 3 (8) 提案書類の受付
総合評価・提案書類の配点の公表は入札公
告時と考えてよろしいでしょうか

令和7年9月予定の募集要項等の公表の際
に提示します。

令和８年７月予定の募集要項等の公表の際
に提示します。

13 16 Ⅲ 5 (2)
個別の参加資格
要件

『代表企業、構成企業～中略～、以下に提示
する要件を満たさなければならない』とありま
すが、構成企業が委託する協力企業が資格
を満たしていることでも問題ないでしょうか
（その場合、構成企業に代わって協力企業が
資格を満たしていることを示す参加資格申請
に係る書類を提出いたします）。

（２）個別の参加資格要件については、
①～④の参加資格要件は、代表企業、構成企
業を必須とします。
また、⑤⑥の参加資格要件については、各
（ア）または（イ）を代表企業、構成企業を必
須とし、要件の一部を協力企業で満たすこと
は可とします。
ただし、⑤.（イ）については「2015年4月1日
から参加資格確認基準日までの間に都市公
園又は都市公園と又は公園や広場等の維持
管理業務の実績があること。 」と修正します。
また、⑥.（ウ）については、「2015年4月1日
から参加資格確認基準日までの間に公園施
設や広場等 、不特定多数の者が利用する施
設であってイベント等の会場に供される施設
において、指定管理実績又は運営業務等の
受注実績があること。」と修正します。

（２）個別の参加資格要件については、
①～④の参加資格要件は、代表企業、構成企
業を必須とします。
また、⑤⑥の参加資格要件については、各
（ア）または（イ）を代表企業、構成企業を必
須とし、要件の一部を協力企業で満たすこと
は可とします。
ただし、⑤.（イ）については「201６年4月1日
から参加資格確認基準日までの間に都市公
園又は都市公園と又は公園や広場等の維持
管理業務の実績があること。 」と修正済。
また、⑥.（ウ）については、「201６年4月1日
から参加資格確認基準日までの間に公園施
設や広場等 、不特定多数の者が利用する施
設であってイベント等の会場に供される施設
において、指定管理実績又は運営業務等の
受注実績があること。」と修正済。

14 16 Ⅲ 5 (2) ①
統括管理業務を
行う者

総括管理業務ではなく統括管理業務が正で
はないでしょうか。

お見込みのとおりです。 修正済

15 17 Ⅲ 5 (4) 　 　 　
参加資格要件の
喪失

応募者の構成員又は協力企業が上記（１）に
提示する資格を欠くに至った場合には、市は
当該応募者を、優先交渉権者決定のための
審査対象から除外するとなっていることから、
協力企業が資格を満たしていれば良いとして
いただけないでしょうか。

ご質問の内容について、不可とします。 ー

16 17 Ⅲ 5 (4)
参加資格要件の
喪失

『構成員』とありますが、『構成企業』と読み
替えることでよろしいでしょうか（P27のリスク
分担表記載も同様）。

お見込みのとおりです。 修正済

17 23 Ⅵ 1 (2) ①
市の責に帰すべ
き事由の場合

市の責に帰すべき事由で継続困難な場合に
事業者に与えられている権限が解約のみで
あるが、事業形態の変更や代替案協議など
は可能であると考えて良いでしょうか。

ご質問の内容について、不可とします。 ー

■実施方針に関する質問に対する回答

前回の実施方針等の公表時（令和7年4月1月）における質疑回答に対する対応状況一覧
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18 27 別表
リスク分担表
不可抗力リスク

『一定額以下は選定事業者が、一定額を越
える金額については、本市が負担する』とあり
ますが、一定額を明示いただけないと提案時
にリスクの判断ができかねるため、一般的な
事例に基づき、建設期間中は施設整備費の
サービス対価の1%分、供用開始後は当該損
害、損失及び費用の額が一事業年度につき
累計で不可抗力が生じた日が属する事業年
度において支払われるべきサービス対価の
1%としていただけないでしょうか。

想定ではございますが、お見込みの内容を予
定しております。

ー

19 28 別表
リスク分担表
物価変動リスク

『一定超えの物価変動』とありますが、詳細な
指標等をご提示いただけますでしょうか。

募集要項と併せて公表いたします。 ー

20 28 別表
リスク分担表
施設の契約不適
合リスク

民法改正により、瑕疵担保の記載が2点あり
ますが、契約不適合が正かと思いますのでご
修正いただけますでしょうか。

ご意見の内容について、「施設の契約不適合
リスク」は次のように記載を改めます。
（旧）
・事業者が施工していない部分の契約不適
合　リスク分担：市
・事業者が施工した部分の契約不適合　リス
ク分担：民間事業者
・瑕疵担保期間内　リスク分担：民間事業者
・瑕疵担保期間終了後　リスク分担：市
（新）
・事業契約に規定する契約不適合責任期間
中に見つかったことに関するもの→リスク分
担：民間事業者
・事業契約に規定する契約不適合責任期間
後に見つかったことに関するもの（ただし、そ
の契約不適合が事業者の故意若しくは重大
な過失により生じた場合、又は事業者が当該
契約不適合を知っていた場合は除く）→リス
ク分担：市

修正済

21 28 別表 リスク分担表※3

 「用地の地中障害物や埋蔵文化財、土壌汚
染によるもの」に関して、検討が可能な資料
（埋蔵文化財地域図、地歴図等）として現時
点で提示できるものがあればご提示願いま
す。

■富田林市遺跡分布図（市ウェブサイト）
https://www.city.tondabayashi.lg.jp/
uploaded/attachment/103830.pdf
■大規模盛土造成地マップ（大阪府ウェブサ
イト）
https://www.pref.osaka.lg.jp/docume
nts/2050/19_tonndabayashishi.pdf

修正済

22 その他 予定価格は提示されますか。
令和７年第２回富田林市議会定例会におい
て関連予算を上程予定です。

①施設等整備費用（統括管理業務、設計業
務、建設業務、工事監理業務）」の提案上限
額については、3,628,772千円を予定して
おります。
②「指定管理料（統括管理業務、維持管理業
務及び運営業務）」の提案上限額について
は、17年間の総額1,526,209千円を予定し
ております。

23 その他
金剛中央公園を整備するにあたり近隣の
方々との協定等はございませんか。

把握しております協定等は、ございません。 ー

Ｎｏ 頁 Ⅰ 1 (1) ① ア (ア) 項目等 質問内容 回答

   　　　　　　再公告における対応状況
※表中「資料名」、「ページ番号」は前回公告
時の記載内容であり、変更となっている可能
性があります。

1 11 Ⅲ 2
募集及び選定
スケジュール

提案期間・参加資格申請の期間が通常の
DBO事業と比較すると極めて短いため、参加
資格申請に係る様式や必要書類は必要最低
限として簡略化いただきたいです。

ご意見を参考にさせて頂きます。 ー

2 11 Ⅲ 2
募集及び選定
スケジュール

提案期間・参加資格申請の期間が通常の
DBO事業と比較すると極めて短いため、参加
資格申請に係る様式や必要書類等をせめて
8月1週目頃には公表いただけないでしょう
か。また、参加資格申請に係る質疑等につい
ては、10月予定の質問の回答時では遅くて
対応が間に合わない可能性がありますので、
早期に公表いただくか、個別の問い合わせも
可能としていただきたいです。

ご意見について、不可とします。 ー

3 11 Ⅲ 2
募集及び選定ｽｹ
ｼﾞｭｰﾙ

募集要項等に関する質問への回答が10月と
なっており、企画提案書の提出締切が11月と
なってます。回答次第では提案内容の検討・
変更を実施しなければなりません。回答から
提出までの期間は、1ヶ月半程度の猶予ある
設定をお願いします。

ご意見を参考にさせて頂きます。 ー

4 17 Ⅲ 5 （２）
個別の参加資格
要件

Park-PFI担当企業に関する参加資格要件
が設定されていません。提案の自由度を意識
した配慮と推察しますが、応募者である以上
行政施設や公園での実績を担保とした方が
良いのではないでしょうか。

ご意見を参考にさせて頂きます。 ー

5 16 Ⅲ 5 (2) ① ア
統括管理業務を
行うもの

公共施設の統括管理業務(複合施設の統括
管理業務)の元請け実績があること。とありま
すが、この実績とは単純請負では趣旨が異な
ると思われるためPFIやP-PFIに限定すべき
ではないでしょうか。あるいは加点対象とする
か、規模で制限をかけるか検討したほうが良
いと考えます。

ご意見を参考にさせて頂きます。 ー

■実施方針に関する意見に対する回答
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6 28 別表 リスク分担表

今後の人件費の高騰が、民間事業者等の参
入リスク上昇や、管理者の業務履行の質の低
下を招く恐れがあることから、契約期間中に
生じる大幅な賃金水準の変動に係る対応を
検討して頂けないか。

募集要項と併せて公表いたします。 ー
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令和8年4月1日時点

Ｎｏ 頁 1 (1) ① (ア) a 項目等 質問内容 回答

   　　　　　　再公告における対応状況
※表中「資料名」、「ページ番号」は前回公告
時の記載内容であり、変更となっている可能
性があります。

1 7 1 (7) 事業期間

「公募対象公園施設の設置管理許可の期間
は 10 年以内」とありますが、「公募対象公園
施設の設置管理許可の期間は 事業契約締
結日から10 年以内」という理解でよろしい
でしょうか。

お見込みのとおりです ー

2 9 1 (12) 保険

①設計・建設期間中の保険として、(1)建設
工事保険と(3)普通火災保険が指定されて
おりますが、(1)建設工事保険では、(3)普通
火災保険で補償されているリスクもカバーさ
れているので、(1)建設工事保険を付保すれ
ば(3)普通火災保険は不要と理解しておりま
すが、そのような理解でよろしいでしょうか。②
前払保証や履行保証等他に必要な保険等が
あれば、ご教示いただきたい。

　①について、施設所有の引渡しが完了した
以降において、施設所有者である市が火災
保険に加入いたします。建設業務期間中の火
災等の事象に対応する保険については、事業
者で加入していただくことになります。
　②について、業務要求水準書（案）等に記
載の保険等に加入していただくことを要件と
いたしますが、事業者により不測の事態に備
え、保険に加入していただくことは可とします。

ー

3 9 1 (12) 保険
各保険の具体的な補償対象/補償額/免責
額等をご記載いただけないででしょうか。

保険加入金額は任意とします。 ー

4 9 1 (12) (エ) 保険

火災保険の付保を求められておりますが、当
該保険は施設所有者が付保することが一般
的な考え方と思料します。事業費の余分な増
加に繋がりかねないため、記載を削除いただ
けないでしょうか。

火災保険は施設所有者である市で加入いた
しますので、削除いたします。

ー

5 11 2 (1) ① 敷地条件等
既存施設の構造図、構造計算書等にボーリン
グ柱状図の添付はございませんでしょうか。
敷地内の地質情報があればご教示ください。

本市ウェブサイトの実施方針の公表の掲載内
容のとおりです。その他の資料は、ございませ
ん。

修正済

6 12 2 （１） ② (ア) 便益機能の構成

飲食スペースについて民間整備（施設外設
置）も検討とありますが、飲食の提供について
公募対象公園施設で代替できる場合は、施
設内機能としては飲食が可能なスペースの
確保を行うものという理解でよろしいでしょう
か。

お見込みのとおりです。 ー

7 14 2 (1) ④ 施設開館予定

休館日は年末年始6日間のみの想定で、毎
月の休館日等はございませんか。
開館時間、休館日を変更する提案を行うこと
が可能と記載がありますが、基本的に土日の
どちらかは開館しておいたほうがいいでしょう
か。

開館日時については、原則は業務要求水準
書（案）に記載のとおりです。但し、施設メンテ
ナンス等により一時的な休館等はこの限りで
はございません。

ー

8 16 2 (2) ① (キ） 防犯

「各施設の利用目的に応じた防犯・セキュリ
ティ対策を行うこと。」について、機械警備業
務は、複合施設のみで宜しいでしょうか。公園
部についても必要でしょうか。

公園部の防犯・セキュリティ対策を検討するに
あたり、機械警備業務範囲として含めること
が有効であれば、提案により可とします。

ー

9 17 2 (2) ② （エ） ｂ
屋外遊具（遊具
ゾーン）

「インクルーシブ遊具や大型遊具が配置され
た、遊びの広場として整備すること」とあります
が、大型遊具等製品の設置によって遊び場を
整備するという事でしょうか？
遊具設置も含め、公園の自然環境との一体
化によって魅力的な遊び場とすることは可能
でしょうか？

インクルーシブ遊具や大型遊具等製品の設
置は必須としますが、公園の自然環境との一
体化によって魅力的な遊び場とすることは、提
案により可能とします。

ー

10 18 2 (2) ③ (ア) b 動線計画

「駐車場から複合施設までの通路は、雨天時
に濡れないよう配慮すること。」とありますが、
駐車場は原則屋根付きということでしょうか。
その場合、公園施設等では過大な要件で、か
つ建ぺい率等にも影響しますので、「身障者
用駐車場から複合施設までの通路は、雨天
時に濡れないよう配慮すること。」と緩和いた
だけないでしょうか。

駐車場を原則屋根付きということは想定をし
ていません。なお、雨天時に濡れない様、施設
利用者の利便性等を踏まえ、提案の可能な
範囲でご検討いただきたいと思います。

ー

11 38 2 (3) ① （エ） a 屋内運動機能

体育館は、スポーツ専用利用でしょうか？
多様で幅広い市民のみなさんが楽しめる、高
齢者の運動や親子での遊びの場も含め、柔
軟な対応も可能と考えて宜しいでしょうか？

業務要求水準書（案）に記載の体育館を整
備してください。
なお、運営については、基本はスポーツ利用
を想定しておりますが、その他の使い方の提
案として可能とします。

ー

12 46 2 (4) ② （イ）
屋外遊具（遊具
ゾーン）

遊具ゾーンは、既成の遊具で構成することに
限定せず、地形や緑の公園環境を活かした
遊び場づくりと捉えて展開することは可能で
しょうか？

インクルーシブ遊具や大型遊具等製品の設
置は必須としますが、地形や緑の公園環境を
活かした遊び場とすることは、提案により可能
とします。

ー

13 47 2 (4) ② （ウ） 多目的広場

①市民ニーズに沿った賑いづくりを実現する
ために、具体的なメニューが示されています
が、例示なのか必須なのかご教示いただけま
すでしょうか？
②広場規模5500ｍ2につきまして、設定の考
え方をご教示ください。この規模は、ある程度
柔軟に捉えてもよろしいでしょうか？

①については、現在の公園の使われ方や地
区住民等のニーズを把握したうえで、記載し
ておりますので必須としてください。
②各ゾーンの必要な規模感等を鑑み設定し
ております。規模については業務要求水準書
（案）に示すとおりとします。

ー

14 47 2 (4) ② （エ）
芝生広場のス
ポーツ利用

芝生広場での、球技等の所謂スポーツ利用
はしないと理解してよろしいでしょうか？

お見込みのとおりです。 ー

■業務要求水準書（案）に関する質問に対する回答

前回の実施方針等の公表時（令和7年4月1月）における質疑回答に対する対応状況一覧
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15 47 2 (4) ② (エ) b
芝生広場（広場
ゾーン）

広さ2,000㎡程度の天然芝の芝生スペース
を確保（日の当たらない箇所は人工芝）とあ
りますが、梅田のグラングリーンでも芝育成の
期間を設け、夏冬で立入制限エリアを入れ替
えています。同様の運用方法になることが想
定され天然芝を用いた場合、全面供用は不
可能となるが問題ないでしょうか。出来れば
全面人工芝も可と変更いただきたいです。

芝生ゾーンは、全面供用が不可能とならない
ように、養生方法の工夫を行っていただきた
いと思います。なお、代替えの人工芝は不可と
します。

修正済
オーバーシード工法による整備方法を

見直しました。

16 48 2 (4) ② (キ) 屋外トイレ
屋外トイレの防犯対策として開放時間等につ
いて教示願いたい。

施設開館時は開放をすることを必須として、
施設閉館時は提案により可能とします。

ー

17 48 2 (4) ② (ケ) a 駐輪場
100台は自転車とバイクの合計か、割合等あ
るか。使用料、利用料について明示頂きたい。

バイクと自転車の合計が100台規模とし、割
合については、提案とします。
上記の駐輪場は、施設利用のために設置す
るもので、利用料は無料を想定しています。
　なお、利便増進施設として駐輪場を設置す
る場合は、使用料については１㎡あたり
4,100円、利用料については事業者から提
出される公募設置等計画で提案の利用料と
します。（富田林市都市公園条例の改正が必
要となるため、本市議会において議決が必
要）

ー

18 53 2 (6) ① (ス) a
テレビ電波障が
い防除設備

電波障害について、事前に調査されているも
のはあるのか。また、周辺の障害対策設備の
資料等はあるのか、あれば開示いただきた
い。
障害対策をするとなると設備設置+補償費な
どで整備金額が増大する恐れがあるが、懸
念があるのか。

電波障害等調査に関して、事前調査の実施、
既存資料はございません。電波障害の調査に
ついては必要な事項と認識しております。ま
た、対策が必要な場合は業務要求水準書
（案）のP53「（ス）テレビ電波障害防除設
備」に記載の対応としてください。

ー

19 57 2 (6) ④ (ウ) a 警備設備
設置する防犯カメラを必要とする撮影範囲、
数量等を教示願いたい。

施設運営における防犯対策として必要な防
犯カメラの撮影範囲や基数を提案ください。

ー

20 59 3 (1) ① 業務の目的
応募者に変更ない前提で、事業期間中、統括
管理企業、責任者の変更は可能か。

統括管理企業は、事業期間は同一企業としま
す。統括管理責任者は、原則変更しないことと
します。

ー

21 60 3 (1) ③ (ア) g
業務実施の基本
方針

「事業者は、文書の管理について市の文書保
存期間を参考として、保存期間を設定し、その
期間中適切な方法で管理し、紛失のないよう
保存すること。」とありますが、昨今デジタル
化・ペーパーレス化が謳われている背景もあ
るため、クラウドサービス上で保存することで
も問題ないでしょうか。また、事業者で保管さ
えできていれば、市がクラウドサービスを見れ
なくても問題ないか。

十分なセキュリティ対策が施されていることを
前提に、クラウドサービス上で保存することは
可能とします。市より文書の提示を求められ
た場合には、当該保存文書を遅滞なく提出し
て頂くことができれば可能です。

ー

22 60 3 (1) ⑤ 実施体制

「統括管理責任者」は常駐不要という理解で
良いでしょうか。また、統括管理業務責任者に
必要な資格や実績はないという理解で良い
でしょうか。

統括管理責任者の常駐の必要性は、事業者
の管理責任の範囲で可能とします。また、必
要な資格や実績は不要ですが、本事業に係
る全ての個別業務を一元的に統括管理し、本
事業を取りまとめることができる者を配置して
ください。

ー

23 63 3 (3) ② (ア) a 要求水準

「統括管理責任者は、個別業務の総括責任
者及び業務責任者を確認したうえで、個別業
務の業務実施体制表を市に提出し、各業務
開始の３か月前（設計業務については業務開
始）までに市の承認を受けること」とあります
が、契約上設計業務だけでなく、建設業務も
契約締結日から業務開始日となるため、「各
業務開始の３か月前（設計業務及び建設業
務については業務開始）までに」と修正いた
だけないでしょうか。

「各業務開始の３カ月前（設計業務及び建設
業務については業務開始）までに」と修正し
ます。

修正済

24 63 3 (3) ② (イ) a 要求水準

「統括管理責任者は、個別業務の業務計画
書の内容を確認したうえで市に提出し、各業
務開始の３か月前（設計業務及び公募対象
公園施設等設置管理業務については業務開
始）までに市の承認を受けること」とあります
が、契約上設計業務だけでなく、建設業務も
契約締結日から業務開始日となるため、「各
業務開始の３か月前（設計業務及び建設業
務については業務開始）までに」と修正いた
だけないでしょうか。

「各業務開始の３カ月前（設計業務及び建設
業務については業務開始）までに」と修正し
ます。

修正済

25 70 4 (3)
建設業務の要求
水準

①着工準備・建設業務を行うにあたり、現場
では4週8休（8閉所）と考えてよろしいでしょ
うか。②工程の関係で大型搬出入及び騒音
等の発生しない作業については、土日・祝日
の作業は可能でしょうか。

①について、お見込みのとおりです。
②については、土日・祝日は原則、休日とした
上で、必要に応じて作業は可としますが、月単
位の4週8休（8閉所）を遵守してください。

ー

26 70 4 (3) ③ (ア) a 建設工事業務

施工計画上又は施設利用上支障となる建築
物及び工作物の解体及び撤去に伴い、想定
外のものについては市と協議することとの記
載があります。解体対象施設にアスベスト除
去が必要となった場合は、協議により除去費
用を市が負担していただく理解で宜しいで
しょうか。

実施方針の公表(資料1-2 既存施設資料）
のとおり、外壁にはアスベストが含まれていな
いことは確認できています。施設建材はアス
ベスト含有調査が未実施ですが、建設時期
から推測すると、アスベストが含まれていると
想定されるため、提案上限額には除去費用を
計上しております。

ー

27 73 5 (1) ④
総括責任者及び
業務責任者

維持管理業務総括責任者及び維持管理業
務責任者については、常駐が必須でしょうか。
また、委託でも可能でしょうか。

維持管理業務総括責任者及び維持管理業
務責任者は構成企業から選任すること。な
お、常駐の必要性については、各業務の性質
により判断してください。

ー

28 73 5 (1) ④
総括責任者及び
業務責任者

維持管理業務総括責任者及び維持管理業
務責任者については、P77記載の建築物環
境衛生管理技術者以外に必要な資格や実績
はありますでしょうか。

維持管理業務総括責任者及び維持管理業
務責任者は、有資格者である必要はございま
せん。

ー
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29 77 5 (2) ③ (ア) d 備品の管理
AEDの設置台数について、台数指定はござ
いますか。

業務要求水準書P43に記載のとおりです。 ー

30 77 5 (2) ④ (ア) a 衛生管理業務

おそらく建物用途的にビル管理法にかからな
いと思いますが、建築物環境衛生管理技術
者の選任が必要でしょうか。またビル管理法
にかからなくとも、適用される建物として管理
費用を見込めばいいでしょうか。

本施設は、延床面積が3,000㎡未満の特定
建築物であるため、建築物環境衛生管理技
術者の選任は不要です。

ー

31 78 5 (2) ⑤ (ア) c 警備業務

「機械警備を設置することし、必要に応じて有
人警備を行うこと。」と記載がありますが、どの
ようなタイミングに有人警備を必要かご教示
いただけますでしょうか(例：イベント・祭日
等)。

提案内容に応じて、必要であれば有人警備を
配置してください。

ー

32 79 5 (2) ⑥ (イ) ｂ 緑地・広場

芝生広場2,000㎡を「夏芝と冬芝を交互に
育成させ」「一年中緑豊かで憩いが生まれ
る」よう保つことは、係員の労務面、運営コスト
面など多大な困難が想定される。この管理コ
ストは委託費に反映いただけるのか。

芝生の維持管理費用については、提案上限
額に含んでいます。

修正済
オーバーシード工法による整備方法を

見直しました。

33 80 5 (2) ⑦ (ア) d-f 修繕・更新業務

「年度ごとの修繕予算額を超える修繕につい
ては、事業者と本市との協議の上、適切に実
施するものとする」とありますが、協議の上場
合によっては増額いただくことも可能なので
しょうか。

協議により決定します。 ー

34 82 6 (1) ④
総括責任者及び
業務責任者

運営業務総括責任者及び運営業務責任者
については、常駐が必須でしょうか。また、委
託でも可能でしょうか。

運営業務総括責任者は構成企業から選任
し、常駐とすること。また、運営業務責任者は、
構成企業から選任することとし、常駐について
は、各業務の性質により判断してください。

修正済

35 87 6 （４） ③ (ア)
受付・予約管理
業務
利用等の許可

指定管理者として行うべき公園部の使用の
許可は、都市公園法第6条及び第11条によ
るところの占用の許可及び行為の許可いず
れも含むと考えて良いでしょうか。

お見込みのとおりです。 ー

36 88 6 （４） ⑤ 駐車場運営業務

条例施設として整備し指定管理業務の一環
として運営するのでしょうか。あるいは設置許
可or管理許可施設として運営するのでしょう
か。

指定管理業務を想定しております。但し、提案
により公募対象公園施設とすることは可能で
す。

ー

37 90 7 (1) ⑤
総括責任者及び
業務責任者

公募対象公園施設等設置管理業務総括責
任者及び公募対象公園施設等設置管理業
務責任者については、常駐が必須でしょうか。
また、委託でも可能でしょうか。

公募対象公園施設等設置管理業務総括責
任者及び業務責任者は、構成企業から選任
することとし、常駐については各業務の性質に
より判断してください。

ー

38 92 7 (2) ①
公募対象公園施
設の種類

テナントについてはイメージでいいか。（開業
が3年後のため）リーシングは難航することが
想定される。

公募設置等計画には、法第５条の３第２項に
基づき記載すること。テナントについては、業
種、業態、予定事業者及び資金計画及び収
支計画等、可能な限り具体的な内容として提
案してください。

ー

Ｎｏ 頁 1 (1) ① (ア) a 項目等 質問内容 回答

   　　　　　　再公告における対応状況
※表中「資料名」、「ページ番号」は前回公告
時の記載内容であり、変更となっている可能
性があります。

1 86 6 （４） ② （イ） e 飲食スペース

オープンスペースを含めても200㎡程のス
ペースで独立採算の飲食運営は非常に厳し
いため、特に有人での運営という部分につい
ては加点要素にとどめ必須要件でない方が
望ましいです。

ご意見について、飲食スペースは有人サービ
スを原則とします。

ー

2 その他

複数の責任者がおり、要望組織体制がよくわ
からないので、詳細知りたい。
（兼務不可能の明記あり）
組織体制を図式化して欲しい。また、各業務
で委託者、受託者間で勤務シフトの調整は可
能か、

別紙のとおりとします。 修正済

3 その他
業務委託契約により、市の基準を満たす法人
に業務の一部を委任することを予め認められ
るか。

可能とします。 ー

4 その他
ゴミ処理費、産業廃棄物処理費等が記載さ
れていないが、どの程度費用が運営上見込ま
れているのか。

類似施設等を参考に試算計上しております。
市担当課において、事業用排出ゴミシールを
1枚あたり300円で購入していただき、所定
の方法にて搬出してください。

ー

■業務要求水準書（案）に関する意見に対する回答
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R８～２７年度

統括管理企業 設計企業 建設企業
工事

監理企業
統括管理企業 維持管理企業 運営企業

Park-PFI事業

担当企業

統括管理責任者 統括管理責任者

総括責任者 総括責任者 総括責任者 総括責任者 総括責任者 総括責任者

業務責任者 業務責任者 業務責任者 業務責任者 業務責任者 業務責任者

・再公告における対応状況

R９～２8年度

統括管理企業 設計企業 建設企業
工事

監理企業
統括管理企業 維持管理企業 運営企業

Park-PFI事業

担当企業

統括管理責任者 統括管理責任者

総括責任者 総括責任者 総括責任者 総括責任者 総括責任者 総括責任者

業務責任者 業務責任者 業務責任者 業務責任者 業務責任者 業務責任者

（別紙）■業務要求水準書（案）に関する意見に対する回答　No2

Park-PFI事業

基本協定書指定管理者

R８～10年度 R11～27年度

Park-PFI事業

基本協定書指定管理者

（統括管理業務） （統括管理業務）

設計・施工一括契約
指定管理者基本協定書

（統括管理業務） （統括管理業務）

R9～11年度 R12～28年度

設計・施工一括契約
指定管理者基本協定書


